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 近世入浜塩業の研究  

論文の要旨  

周防三田尻の塩業者であっ た三浦源蔵は、 その著『 製塩秘録』 で、 19 世紀初頭のわが

国の製塩業について、 その 90％近く が瀬戸内沿岸の 9 ヶ 国で生産さ れ、 販売総数は銀 2

万 9500～3 万 1300 貫目（ 約 50 万～52 万両） 見積も ら れている が、 その操業件数の 90％

以上が近世初頭に出現し た 「 入浜塩田」 法によ っ て操業さ れていた。 ちなみにこ の製塩

法は、 昭和 30 年代に流下式枝条架法が導入さ れる ま での、 実に 300 年以上にわたり 、 わ

が国の主要な製塩法と し て操業さ れ続けら れたも のである 。  

入浜塩田の出現時期は近世初頭、 その場所は播磨国南東部沿岸と 考えら れている 。 し

かし 出現当初は、 1 筆当たり 1 反歩未満と いう 狭小なも のにすぎず、 在来製塩（ 揚浜塩

田・ 古式入浜） と 同様に、 家内労働力を駆使し て、 農業経営の一環と し て副業的に営ま

れたも のにすぎなかっ た。 こ れが入浜塩田に限り 、 漸次その規模を拡大し 、 その過程で

農業的な部分を切り 捨てていき 塩業独自の歩みをする こ と になっ た。  

こ の製塩法は、 急速に瀬戸内沿岸の各地へと 広がっ たが、 最大の理由は収益の高さ に

あっ た。 安芸竹原で、 1 軒前（ 5 反 9 畝歩） を 経営し ていた吉井家の明暦元年（ 1655） の

収益は銀 900 目、 こ れは米に換算し て 20 石に相当する も のであっ た。 し かも 入浜塩田の

多く は、 湧き 出てく る 海水のために作物が育たず、 農耕不適地と し て放置さ れていた所

であっ た。 こ れが農地の 10 数倍の収益を あげる 土地になっ た。 そのため、 「 塩浜ハ拙き

も のと 思ひし に、 生業と し て一廉之家職也、 馳ぬ意ぞ為方無シ、 今ハ塩を望ン と 、 我も

我も と 有訴訟」 （ 元禄 6 年「 塩浜開基之縁起」 ） と いう 状況と な り 、 製塩業に進出する

者が殺到する こ と になっ た。  

17 世紀を通し て、 その圧倒的な生産力で在来製塩（ 揚浜塩田・ 古式入浜） を 駆遂し て

いっ た入浜塩田は、 その一方で合理化も すすめら れ、 元禄・ 享保期（ 1688～1735） にな

れば 1 軒前（ 1 区画） が 8 反歩ま でに拡大さ れた。 こ の規模になれば、 家族だけで労働

力を ま かな う こ と は出来ず、 浜子と 呼ばれる 労働者を賃雇用し て、 わが国固有の生産・

経営・ 労働形態を成立さ せた。 すなわち 8 反歩前後の塩田と 、 釜屋など 煎熬に必要な諸

施設およ び製塩用具を所有し 、 10 名前後の浜子を賃雇用し て、 専業と し て製塩業を営む

生産形態、 「 一軒前」 経営の成立であ り 、 こ れに基づく 製塩業のこ と を 入浜塩業と よ ん

でいる 。 こ の「 一軒前」 経営は基本的には生産単位である が、 「 一軒前」 ご と に浜子が

雇傭さ れたから 、 その意味では労働単位でも あっ た。 さ ら に売買・ 譲渡も 「 一軒前」 単  



位に小作経営が営ま れたから 、 その意味では経営単位でも あっ た。 こ の入浜塩田の発展

に即応する かたちで、 領主権力の塩業政策の転換が行われ、 こ の政策転換によ っ て促進

さ れた浜主の階層分化の過程を先学諸氏によ る 先行研究を援用し て考察し たのが、 第 1

章「 入浜塩田の出現」 から 第 8 章「 会所機能の強化」 ま でである 。  

 入浜塩業が多大な収益を あげる こ と に着目し たのは、 領主権力に限ら なかっ た。 新た

な投資先を求めていた商業資本・ 農村地主も 製塩業に参入する よ う になっ た 。 こ こ に塩

田地主制が進行する こ と になる が、 こ れが著し く 発展し た播磨赤穂では、 田淵家・ 柴原

家のよ う な 100 軒前以上を所有する 巨大塩田地主が出現する よ う になっ た。 （ 第 11 章

「 巨大塩田地主の出現」 ） 。  

 その一方、 濫造と も いえる 新規塩田の開発は需給のバラ ン ス を崩し 、 18 世紀中頃にな

る と 「 こ の業に携はる も の忽ち身上を滅す、 ゆえに諸人こ の業を恐る る こ と 限り な く 、

浜人向ふよ り 来る のを見ては、 身の毛も よ だち、 遥かに除けて通す」 （ 前傾『 塩製秘

録』 ） と いわれる ほど の深刻な不況に見舞われた。 こ れを打開する ために宝暦 13 年

（ 1763） 、 備後瀬戸田の三原屋貞右衛門の提唱で休浜が開始さ れたと さ れている 。 こ の

貞右衛門が提唱し た休浜と は、 採鹹効率の落ちる 冬季の操業を中止・ 短縮する こ と を い

う 。 こ れを う けて安芸・ 備後・ 伊予の 3 ヶ 国の浜主が盟約を結んだのが「 宝暦の休浜」

であっ たが、 塩価（ 販売価格） の丞相で経営が回復し たにも かかわら ず、 数年を経ずに

瓦解たが、 その原因を考察し たのが第 9 章「 宝暦の休浜」 であ る 。  

 続いて明和 8 年（ 1771） に周防三田尻の田中藤六によ っ て最提唱さ れたのが、 「 明和

の休浜」 であ る が、 休浜の脱落防止のために同様な対策が講じ ら れたかを検証し たのが

第 10 章「 明和の休浜」 であ る 。  

 その後、 文化 9 年（ 1812） に播磨が加わる が、 こ の播磨加盟の理由を検証し たのが第

14 章「 休浜同盟の結成」 であ る 。  

 さ ら に文政 3 年（ 1820） に阿波、 天保 4 年（ 1833） には備前、 嘉永 6 年（ 1863） には

讃岐が加わり 、 明治 9 年（ 1876） の備中の参加を も っ て十州同盟結成が結成さ れたが、

こ の休浜加盟の遅速について考察し たのが第 15 章「 化政期の入浜塩業」 ・ 第 16 章「 幕

末・ 維新期の入浜塩業」 であ る 。  

 なお前後する が、 18 世紀中期以降の生産過剰な状況に対し て 、 市場がど のよ う な反応

を見せたかを考察し たのが第 12 章「 江戸市場の動向」 およ び第 13 章「 大阪市場の動

向」 であ る 。  

 なお本書、 『 日本塩業の研究』 第十一集（ 昭和 43 年・ 塩業組合中央会） でなさ れた

「 課題と 成果」 を 踏ま えて近世を 5 期に区分し 、 その時期に問題と なっ ている こ と を 明

ら かにし （ 「 問題の所在」 ） 、 こ れに対する 先学諸氏の見解を整理し 、 それを踏ま えて

検証し ていく 方法で論述し ていっ たが、 その 5 区分と は次のと おり である 。  

 第 1 期は「 塩農兼営。 すなわち農業経営の一環と し て 、 家族労働を駆使し て、 副業と

う 製塩業が営ま れていた 」 時期である （ 17 世紀初頭～17 世紀中頃） 。 こ の時期を第 1 部

「 入浜塩田の出現」 と し た 。  

 続く 第 2 期は「 専業経営のも と で合理化が進行し 、 わが国固有の生産・ 労働・ 経営携  



帯である 『 一軒前』 経営が成立し た 」 時期であ り （ 17 世紀中頃～17 世紀末期） 、 こ れを

第 2 部「 入浜塩業の出現」 と し た 。  

 第 3 期は「 『 一軒前』 経営が移植さ れる かたちで瀬戸内各地に広ま っ ていっ た 」 時期

（ 18 世紀初頭～18 世紀中頃） であ る 。 こ れを第 3 部「 入浜塩業の進展」 と し た 。  

 第 4 期は「 塩田不況への対策と し て生産調整（ 休浜） が行われた 」 時期（ 18 世紀中頃

～18 世紀末期） であ る 。 こ の頃から 、 入浜塩業では増産＝増収と いう 考え方を改めて、

塩価（ 販売価格） と 生産量を調整する よ う になっ たが、 こ の時期を第 4 部「 入浜塩業の

転換」 と し た 。  

 最後の第 5 期は「 瀬戸内西部と 東部が盟約を結び（ 文化の休浜） 、 領主権力を巻き 込

んで、 都市商業資本と 対抗する よ う になっ た 」 時期（ 19 世紀前半～19 世紀中頃） であ

る 。 各塩田と も 複雑な動き をする が、 こ の時期を 、 一応、 第 5 部「 休浜同盟の結成」 と

名付けて、 各時期ご と の課題について考察・ 検証を試みた。  

 最後に、 製塩業と は直接関係はないが、 赤穂塩田に隣接する 港町である 坂越浦に関す

る 論考を付章と し て掲し た。  

 

備考  要旨は， 4,000 字以内と する 。  


